
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
三
号

訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
の
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
七
号

）
の
規
定
に
基
づ
き
、
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
準
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
二
年
三
月
五
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
一

訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
準

第
一

訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
準

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

訪
問
看
護
管
理
療
養
費
の
基
準

六

訪
問
看
護
管
理
療
養
費
の
基
準

機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
療
養
費
１
の
基
準

機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
療
養
費
１
の
基
準

(1)

(1)

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

指
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
二
条

（
新
設
）

第
一
項
に
規
定
す
る
看
護
師
等
の
う
ち
、
六
割
以
上
が
同
項
第
一
号

に
規
定
す
る
看
護
職
員
で
あ
る
こ
と
。

ハ

（
略
）

ロ

（
略
）

ニ

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
並
び
に
重
症
児
及
び
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準

ハ

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
並
び
に
重
症
児
及
び
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準

等
別
表
第
七
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
者
に
対
す
る
訪
問
看
護
に
つ
い
て

等
別
表
七
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
者
に
対
す
る
訪
問
看
護
に
つ
い
て
十

十
分
な
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

分
な
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

ホ

（
略
）

ニ

（
略
）

機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
療
養
費
２
の
基
準

機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
療
養
費
２
の
基
準

(2)

(2)

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

の
ロ
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
新
設
）

(1)

ハ

（
略
）

ロ

（
略
）

ニ

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
並
び
に
重
症
児
及
び
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準

ハ

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
並
び
に
重
症
児
及
び
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準

等
別
表
第
七
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
者
に
対
す
る
訪
問
看
護
に
つ
い
て

等
別
表
七
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
者
に
対
す
る
訪
問
看
護
に
つ
い
て
相

相
当
な
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

当
な
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

ホ

（
略
）

ニ

（
略
）

機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
療
養
費
３
の
基
準

機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
療
養
費
３
の
基
準

(3)

(3)

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

の
ロ
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
新
設
）

(1)



ハ
～
ト

（
略
）

ロ
～
ヘ

（
略
）

～

（
略
）

～

（
略
）

(4)

(6)

(4)

(6)

第
二

指
定
訪
問
看
護
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
疾
病
等
の
利
用
者
等

第
二

指
定
訪
問
看
護
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
疾
病
等
の
利
用
者
等

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注

及
び
精
神
科
訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の

三

訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注

及
び
精
神
科
訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の

10

10

注
７
に
規
定
す
る
長
時
間
訪
問
看
護
加
算
及
び
長
時
間
精
神
科
訪
問
看
護

注
の
７
に
規
定
す
る
長
時
間
訪
問
看
護
加
算
及
び
長
時
間
精
神
科
訪
問
看

加
算
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
長
時
間
の
訪
問
を
要
す
る
者
及
び

護
加
算
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
長
時
間
の
訪
問
を
要
す
る
者
及

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

・

（
略
）

・

（
略
）

(1)

(2)

(1)

(2)

四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）

九

訪
問
看
護
情
報
提
供
療
養
費
の
注
１
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定

九

訪
問
看
護
情
報
提
供
療
養
費
の
注
１
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
疾
病
等
の
利
用
者

め
る
疾
病
等
の
利
用
者

～

（
略
）

～

（
略
）

(1)

(3)

(1)

(3)

十
五
歳
未
満
の
小
児

（
新
設
）

(4)
十

（
略
）

十

（
略
）

第
三
・
第
四

（
略
）

第
三
・
第
四

（
略
）

第
五

経
過
措
置

（
新
設
）

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
療

養
費
１
か
ら
３
ま
で
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
一
の
六
の

の
ロ
、

の
ロ
又
は

の
ロ
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

(1)

(2)

(3)


